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申込基準について 

≪対象団体≫ 

１．益田市内に事業所を置く企業 

２．益田市内の地域団体等（自治会、女性会、協議会等） 

 

 

 

≪申込みに当たっての条件≫ 

１．申請予定者が概ね１０人以上見込まれること （１０人未満の場合、要相談） 

２．申込団体が会場及び机・椅子などの備品を準備できること 

３．平日の午前１０時から午後４時までの間で申請受付の実施ができること 

４．申込団体内での周知・広報を自身で行うこと 

 

 

 

≪団体内で申請が可能な方≫ 

次のすべての条件を満たす必要があります。 

１．益田市に住民登録があること 

２．申請日から約２ヶ月以内に転出予定がないこと 

3．申請者本人（１５歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人とともに）が会場に来ることができること 

4．既にマイナンバーカードの交付申請をしていない方 

5．益田市が指定する本人確認書類を持参、提出できること 



申請の際に必要なもの 

≪申請者に準備いただくもの≫ 
 

１ 通知カードまたは個人番号通知書 

  ○申請時に返納となりますので、必ず申請会場にお持ちください。 
  ○紛失した方は紛失届を記入して頂きます。 
 

２ 本人確認書類の原本  

  ○以下のＡ書類１点とＢ書類１点の原本をお持ちください。 
   Ａ書類…顔写真付き公的身分証明書（運転免許証、住民基本台帳カード、旅券 など） 
   Ｂ書類…Ａ書類以外の身分証明書（健康保険証、介護保険の被保険者証、年金証書、社員証 など） 
   ※社員証や資格証は、顔写真付きであってもＢ書類になります。 
   ※Ａ書類が無い方は、Ｂ書類２点が必要です（その場合、必ず上記１ の通知カード等の提出が必要。）。 
   ※上記１の通知カード等を紛失されＡ書類が無い方は、郵送でのカードの受取りはできませんので、市役所までカードの 
    受取りにお越しいただく必要があります。 
 

３ 住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

  ○申請時に返納となります、必ず申請会場にお持ちください。 
  ○紛失した方は紛失届を記入して頂きます。 
 
 
 

１ 個人番号カード交付申請書 

  ○写真撮影を行った後、申請書ＩＤ付き交付申請書の二次元コードを読み取り、オンラインで申請します。  
  

２ 暗証番号設定依頼書兼個人番号カード送付先情報登録申請書 
  ○最大４種類の暗証番号の設定が必要です。 
 
 

 

【通知カード】 

【住民基本台帳カード】 
 顔写真付きでないタイプ 
 のカードもあります 

≪市が準備するもの≫ 

【個人番号通知書】    



本人確認書類について 

   ○申請の際には必ず以下のＡ書類１点とＢ書類１点の原本が必要です。 

   ・Ａ書類が無い方は、Ｂ書類２点が必要です。（その場合、必ず通知カード等の提出が必要） 
   ・通知カード等を紛失されＡ書類が無い方は、郵送でのカードの受取りはできませんので、市役所までカードの受取りに 
    お越しいただく必要があります。 

       

  ○以下の本人確認書類は認められませんので注意してください。 

   ・有効期限が切れているのもの（有効期限のあるものに限る。） 

   ・住所、氏名等の変更がされていないもの  

    

 

 

 

 

 

 

 

【Ａ書類】 

 住基カード（顔写真付き）、運転免許証、運転経歴証明書（H24.4.1以降に交付されたもの）、旅券、身体障害者手帳、 

 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 

 

【Ｂ書類】 

 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、 

 特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、 

 戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、 

 上記Ａ書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、母子手帳、子ども医療費受給者証 

 生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、 

 預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類  


